
第１節 目　　的

　本業務は、上水道施設の環境保全を目的に除草業務一式を行うものである。

第２節 委託場所

　金沢市利屋町地内  ほか５８箇所（３回除草）　

第３節 委託期間

　契約締結日から令和８年10月30日までとし、除草の実施時期は下記を目安とする。

　ただし、天候、現場等の状況を考慮し、発注者の指示があった場合は、それに従

うものとする。

第４節 業務時間

　原則として月曜日～金曜日の８時３０分から１７時までとする。なお、土曜日、日曜

日、祝日は業務を行わないものとする。

第５節 場内入退場時の注意事項

　業務期間中は、業務開始前及び業務終了後に監督員に報告するとともに、必要に応じて

末浄水場中央管理室へも連絡すること。また、必要な場合は施設の鍵を借り受け、業務終

了後速やかに返却すること。

第６節 禁止事項

　配水施設内及び付近で、刈り取り草などを焼却してはならない。また、施設内において、

指定場所以外での飲食や喫煙等をしてはならない。

第７節 疑義に対する協議

　設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、監督員と協議の上、決定する。ま

た、業務実施上又は業務対象物の維持管理上、技術的に必要と認められる事項で軽微なも

のについては、監督員の指示により、受注者の負担で実施する。

第８節 現場の安全衛生管理

(１) 　現場の安全衛生に関する管理は、腕章を付けた業務責任者が責任者となり、関係

法令等に従い、これを行う。ただし、別に責任者が定められた場合は、これに協力

する。

(２) 　現場においては常に整理整頓を行い、特に、墜落の恐れのある危険箇所の点検を

行う等、事故の防止に努める。

第９節 災害及び公害の防止

　業務の実施に伴う災害及び公害防止は、関係法令等に従い、適切に処置するとともに、

特に次の事項を守らなければならない。

(１) 　第三者に災害を及ぼしてはならない。

(２) 　公害の防止に努める。
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第10節 施設の保全

　既設構築物を汚染又はこれらに損害を与えた場合は、受注者の責任と費用において早急

に復旧すること。

第11節 委託費の支払方法
　支払方法は、２回払いとする。

第12節 提出書類

　受注者は業務の遂行にあたり、次の書類を作成し発注者に提出すること。

(２) 業務工程表  ２部 契約後遅滞なく(承諾後１部返却)

(３) 現場責任者選任届  １部 契約後遅滞なく

 １部 契約後遅滞なく

(５) 損害保険及び傷害保険証書（写）  １部 提示のみ

(１) 業務計画書  ２部 契約後遅滞なく(承諾後１部返却)

(６) 打合議事録  ２部 打合後遅滞なく(承諾後１部返却)         

(４) 作業員名簿

(７) 月間業務工程表（予定）  ２部 前月末までに翌月分

(８) 月間業務工程表（実績）  ２部 当月分を翌月５日まで

業務日報  １部 業務日毎

(12) 廃棄物の処分が確認できるもの  １部 中間支払い時及び業務完了後遅滞なく

(10) 委託業務結果報告書

(14) その他、必要となる書類 必要部数 必要に応じて提出

(11) 業務写真  ２部 中間支払い時及び業務完了後遅滞なく

書類 部数 提出期限

(13) 請求書  １部 中間支払い時及び業務完了後遅滞なく

 １部 中間支払い時及び業務完了後遅滞なく

(９)



第１回 第２回 第３回

1 日吉ヶ丘ポンプ場 利屋町８－２ ○ ○ ○

2 ひばり丘ポンプ場 岸川町ツ１－１ ○ ○ ○

3 テクノパーク第１配水池 北陽台３丁目８ ○ ○ ○

4 テクノパーク第２配水池 北陽台２丁目８ ○ ○ ○

5 テクノパーク上水道ポンプ場 河原市町ヌ１０８－４ ○ ○ ○

6 法光寺配水池 百坂町１３－４ ○ ○ ○

7 御所第１配水池 御所町１丁目４０８ ○ ○ ○

8 御所第２配水池 御所町２丁目３３４ ○ ○ ○

9 東長江第１配水池 東長江町呂４－８ ○ ○ ○

10 東長江第２配水池 東長江町志１－５ ○ ○ ○

11 牧ポンプ場 牧町リ８－２ ○ ○ ○

12 鳴和御所ポンプ場 鳴和台１２ ○ ○ ○

13 卯辰山配水池 末広町卯辰山公園横空台地内 ○ ○ ○

14 鈴見配水池･奥卯辰ポンプ場 鈴見台５丁目１５８ ○ ○ ○

15 若松団地配水池 若松町テ７１丙 ○ ○ ○

16 俵第１ポンプ場 若松町ラ９０－９ ○ ○ ○

17 俵第２ポンプ場 角間町ヨ４－１０ ○ ○ ○

18 俵第３ポンプ場 中山町ヲ５８－２ ○ ○ ○

19 俵第１配水池 中山町ヲ１０－３ ○ ○ ○

20 俵第４ポンプ場 戸室新保イ８－１ ○ ○ ○

21 俵第６ポンプ場・俵第２配水池 湯谷原町谷５３－１ ○ ○ ○

22 俵第３配水池 平等本町ル２地内 ○ ○ ○

23 若松配水場 若松町モ２６甲 ○ ○ ○

24 太陽丘ポンプ場 太陽が丘１丁目４ ○ ○ ○

25 太陽丘配水池 太陽が丘土地区画整理地内 ○ ○ ○

26 蓮如配水池 蓮如町甲１５－８ ○ ○ ○

27 東荒屋ポンプ場 東荒屋町ハ１５７ ○ ○ ○

28 朝加屋配水池 朝加屋町ホ１３ ○ ○ ○

29 北袋ポンプ場 北袋町モ２６－１３ ○ ○ ○

30 北袋配水池 北袋町ヱ３６地内 ○ ○ ○

31 上山ポンプ場 上山町申１－２ ○ ○ ○

32 末第１配水池 末町ホ８８－２ ○ ○ ○

33 末第２配水池 末町イ４１－３ ○ ○ ○

34 浅川配水場 上辰巳町１０字３０－１ ○ ○ ○

35 大桑配水場 大桑町サ乙３－３ ○ ○ ○

36 舘山配水場 土清水２丁目３８６ ○ ○ ○

37 辰巳丘配水池 銚子町ム２４－３地内 ○ ○ ○

38 内川第１配水池 山川町丑３７－４ ○ ○ ○

39 内川第２配水池 別所町井１８－１５ ○ ○ ○

40 内川第３配水池 小原町ユ２４－５ ○ ○ ○

41 四十万高区配水場 四十万町戊１６－４ ○ ○ ○

42 四十万中配水場 四十万町丙１－２ ○ ○ ○

43 伏見台配水制御所 山科３丁目１７１ ○ ○ ○

44 大桑送水管路 末町拾弐字１６７－２ ○ ○ ○

45 大桑配水管路 大桑町サ乙２－１３９ ○ ○ ○

46 館山送水管路 永安町１６２ ○ ○ ○

47 松根第２ポンプ場 曲子原町ソ５ ○ ○ ○

48 松根配水池 松根町ト２６ ○ ○ ○

49 御所配水池 御所町ヌ７６－２ ○ ○ ○

50 天下台配水池 山の上町５丁目リ９２ ○ ○ ○

51 山の上第１･第２配水池 山の上町８０４・８０１－２ ○ ○ ○

52 卯辰町配水池 卯辰町リ１２－４ ○ ○ ○

53 卯辰山第１ポンプ場 常盤町６３－２ ○ ○ ○

54 三小牛配水池 大桑町ノ１５－１９ ○ ○ ○

55 長坂配水池 長坂町ヲ１４３－２ ○ ○ ○

56 窪配水池 窪町甲４－３ ○ ○ ○

57 高尾第２配水池 高尾南１丁目１６６ ○ ○ ○

58 粟崎ポンプ場 粟崎町５丁目３－５ ○ ○ ○

59 つつじヶ丘配水池 大桑町ク３１ ○ ○ ○

施　　設　　名 所　　　在　　　地
除 草 業 務

除草業務委託所在地及び作業内容一覧

備　　考



除草面積内訳表

肩掛式
下草刈り
（斜面）

肩掛式
(刈り倒し)

ハンドガイド式
（刈り倒し）

肩掛式
下草刈り
（斜面）

肩掛式
(刈り倒し)

ハンドガイド式
（刈り倒し）

肩掛式
下草刈り
（斜面）

肩掛式
(刈り倒し)

ハンドガイド式
（刈り倒し）

1 日吉ヶ丘ﾎﾟﾝﾌﾟ場 52 52 1 日吉ヶ丘ﾎﾟﾝﾌﾟ場 52 フェンス外1ｍ以内
2 ひばり丘ﾎﾟﾝﾌﾟ場 68 50 68 50 2 ひばり丘ﾎﾟﾝﾌﾟ場 68 50 フェンス外1ｍ以内及び斜面部分
3 ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ第1配水池 387 387 3 ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ第1配水池 387 フェンス内及びフェンス外1ｍ以内
4 ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ第2配水池 800 141 800 141 4 ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ第2配水池 800 141 境界杭内
5 テクノパーク上水道ポンプ場 77 77 5 テクノパーク上水道ポンプ場 77 施設外周
6 法光寺配水池 145 145 6 法光寺配水池 145 境界杭内
7 御所第1配水池 626 626 7 御所第1配水池 626 フェンス内
8 御所第2配水池 1,276 687 1,276 687 8 御所第2配水池 1,276 687
9 東長江第1配水池 183 273 183 273 9 東長江第1配水池 183 273 フェンス外及び階段両脇1m以内を含む(階段部は刈草を処分)
10 東長江第2配水池 306 372 306 372 10 東長江第2配水池 306 372 フェンス外及び階段両脇1m以内を含む(階段部は刈草を処分)
11 牧ﾎﾟﾝﾌﾟ場 355 355 11 牧ﾎﾟﾝﾌﾟ場 355 フェンス外1m以内を含む
12 鳴和御所ﾎﾟﾝﾌﾟ場 178 178 12 鳴和御所ﾎﾟﾝﾌﾟ場 178 フェンス外1m以内を含む
13 卯辰山配水池 133 133 13 卯辰山配水池 133 フェンス内
14 鈴見配水池･奥卯辰ﾎﾟﾝﾌﾟ場 199 199 14 鈴見配水池･奥卯辰ﾎﾟﾝﾌﾟ場 199 フェンス外1m以内、進入路2m幅内を含む
15 若松団地配水池 123 408 123 408 15 若松団地配水池 123 408 フェンス内及び進入路(進入路は刈草を処分)
16 俵第1ﾎﾟﾝﾌﾟ場 270 270 16 俵第1ﾎﾟﾝﾌﾟ場 270 フェンス外1m以内、内外植栽土壌を含む
17 俵第2ﾎﾟﾝﾌﾟ場 40 40 17 俵第2ﾎﾟﾝﾌﾟ場 40 フェンス外1m以内
18 俵第3ﾎﾟﾝﾌﾟ場 100 198 100 198 18 俵第3ﾎﾟﾝﾌﾟ場 100 198 進入路法面及びフェンス内法面
19 俵第1配水池 90 1,196 90 1,196 19 俵第1配水池 90 1,196 フェンス外及び階段両脇1m以内を含む(階段部は刈草を処分)
20 俵第4ﾎﾟﾝﾌﾟ場 197 197 20 俵第4ﾎﾟﾝﾌﾟ場 197 境界杭内
21 俵第6ﾎﾟﾝﾌﾟ場・俵第2配水池 153 600 153 600 21 俵第6ﾎﾟﾝﾌﾟ場・俵第2配水池 153 600 フェンス内、一部入口フェンス外を含む
22 俵第3配水池 260 260 22 俵第3配水池 260 境界杭内の一部
23 若松配水場 2,907 4,575 2,907 4,575 23 若松配水場 2,907 4,575 池上ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ、一部フェンス外を含む
24 太陽丘ﾎﾟﾝﾌﾟ場 128 128 24 太陽丘ﾎﾟﾝﾌﾟ場 128 植栽土壌内
25 太陽丘配水池 531 531 25 太陽丘配水池 531 フェンス外1m以内含む
26 蓮如配水池 193 505 193 505 26 蓮如配水池 193 505 境界杭内及びフェンス外1m以内(フェンス外分は刈草を処分)
27 東荒屋ﾎﾟﾝﾌﾟ場 20 20 27 東荒屋ﾎﾟﾝﾌﾟ場 20 花壇内
28 朝加屋配水池 535 535 28 朝加屋配水池 535 境界杭内
29 北袋ﾎﾟﾝﾌﾟ場 57 57 29 北袋ﾎﾟﾝﾌﾟ場 57 フェンス外1m以内、花壇含む
30 北袋配水池 367 367 30 北袋配水池 367 フェンス外1m以内を含む
31 上山ﾎﾟﾝﾌﾟ場 86 86 31 上山ﾎﾟﾝﾌﾟ場 86 境界杭内
32 末第1配水池 99 727 99 727 32 末第1配水池 99 727 フェンス内及び進入路脇1m以内(進入路脇分は刈草を処分)
33 末第2配水池 442 442 33 末第2配水池 442 フェンス内及びフェンス外1m以内
34 浅川配水場 1,043 834 1,043 834 34 浅川配水場 1,043 834 境界杭内、裏側側溝まで、池上ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
35 大桑配水場 894 1,189 894 1,189 35 大桑配水場 894 1,189 境界杭内、進入路含む、池上ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
36 舘山配水場 1,374 701 1,374 701 36 舘山配水場 1,374 701 境界杭内、北側法面を含む、池上ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
37 辰巳丘配水池 180 329 180 329 37 辰巳丘配水池 180 329 フェンス外及び階段両脇1m以内を含む(階段両脇分は刈草を処分)
38 内川第1配水池 94 94 38 内川第1配水池 94 フェンス外1m以内含む
39 内川第2配水池 161 234 161 234 39 内川第2配水池 161 234 境界杭内及び階段両脇･ポンプ場裏1m以内(階段両脇分は刈草を処分)
40 内川第3配水池 374 374 40 内川第3配水池 374 フェンス外1m、階段両脇1m以内を含む
41 四十万高区配水場 883 715 883 715 41 四十万高区配水場 883 715 境界杭内、進入路1部、池上ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
42 四十万中配水場 430 4,857 430 4,857 42 四十万中配水場 430 4,857
43 伏見台配水制御所 284 284 43 伏見台配水制御所 284 フェンス内
44 大桑送水管路 180 180 44 大桑送水管路 180 境界杭内
45 大桑配水管路 127 127 45 大桑配水管路 127 境界杭内
46 舘山送水管路 206 206 46 舘山送水管路 206 境界杭内
47 松根第2ﾎﾟﾝﾌﾟ場 57 57 47 松根第2ﾎﾟﾝﾌﾟ場 57 フェンス外1m以内
48 松根配水池 300 315 300 315 48 松根配水池 300 315
49 御所配水池 93 93 49 御所配水池 93 フェンス内
50 天下台配水池 188 188 50 天下台配水池 188 フェンス外1m以内、進入路2m幅内を含む
51 山の上第1･第2配水池 174 200 174 200 51 山の上第1･第2配水池 174 200 境界杭内
52 卯辰町配水池 98 98 52 卯辰町配水池 98 フェンス内、道路側フェンス周り約10cmを含む
53 卯辰山第1ポンプ場 63 63 53 卯辰山第1ポンプ場 63 フェンス内
54 三小牛配水池 490 490 54 三小牛配水池 490 境界杭内、進入路を含む
55 長坂配水池 502 502 55 長坂配水池 502 フェンス内
56 窪配水池 639 639 56 窪配水池 639 フェンス外1m、階段両脇1m以内を含む
57 高尾第2配水池 585 585 57 高尾第2配水池 585 フェンス内
58 粟崎ﾎﾟﾝﾌﾟ場 320 420 320 420 58 粟崎ﾎﾟﾝﾌﾟ場 320 420 フェンス内及び南東側法面(法面分は刈草を処分)
59 つつじヶ丘配水池 414 414 59 つつじヶ丘配水池 414 境界杭内

合計 11,450 2,871 13,870 12,871 11,450 2,871 13,870 12,871 合計 11,450 2,871 13,870 12,871

肩掛式
下草刈り
（斜面）

肩掛式
(刈り倒し)

ハンドガイド式
（刈り倒し）

肩掛式
下草刈り
（斜面）

肩掛式
(刈り倒し)

ハンドガイド式
（刈り倒し）

第1回分合計 22,900 5,742 27,740 25,742 [m2] 第2回分合計 11,450 2,871 13,870 12,871 [m2]

７～８月

境界杭内の1部、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ脇1ｍ以内の斜面含む

５～６月
施設名 備考(除草箇所等)

池上ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

境界杭内、フェンス外1m以内、横側法面を含む

９～１０月
施設名


